
第３号議案   役員改選について 

 

2011年7月1日から2013年6月30日までの期間の役員を次に掲げる者とします。 

 

理事及び監事 

                   

役 名 氏 名 再任・新任 就任日 

理 事 池 田 静 枝 再 任 
2008年8月22日 

理 事 猪 瀬 美 子 再 任 
2008年8月22日 

理 事 小 畑 照 子 再 任 
2008年8月22日 

理 事 古 口 葉 子 再 任 
2010年12月21日 

理 事 佐 藤 賢 二 再 任 
2008年8月22日 

理 事 竹 内 明 子 再 任 
2008年8月22日 

理 事 内 藤 博 子 再 任 
2008年8月22日 

理 事 山 口 雪 江 再 任 
2009年7月25日 

監 事 瀬戸口  八寿枝 再 任 
2008年8月22日 

 

 

 

＊定款  第12条  理事及び監事は、理事会において正会員の中から選任する。 

第14条  役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 

             

 


